
 

附属機関等設置運営要綱 

                                                    昭和６２年５月１日 

                                                    ６２総総行第５号 

                                                    知 事 決 定 

改正 昭和６２年５月１日 

改正 昭和６２年５月２３日 

改正 平成７年７月１日 

改正 平成８年７月１６日 

改正 平成９年４月１日 

改正 平成１４年４月１日 

改正 平成１６年４月１日 

改正 平成１７年４月１日 

改正 平成１７年７月１６日 

改正 平成１７年８月１日 

改正 平成１８年４月１日 

改正 平成１９年４月１日 

改正 平成２０年７月１日 

改正 平成２２年４月１日 

改正 平成２９年３月３１日 

改正 平成３１年４月１日 

改正 令和２年１１月１日 

改正 令和３年４月１日 

改正 令和４年４月１日 

改正 令和４年６月２４日 

 

第１  目的 

  この要綱は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項

の規定に基づく附属機関及びこれに類似する機関の設置及び運営について、法

令による定めがある場合を除き、準拠すべき基本的事項を定めることを目的と

する。 

第２  用語の定義 

  この要綱において「局長」とは、東京都組織規程（昭和２７年東京都規則第

１６４号）第９条第１項に規定する局長、同条第３項に規定する室長並びに住

宅政策本部長、病院経営本部長、中央卸売市場長及び消防総監をいう。 

第３  附属機関の設置 

  条例により附属機関を設置するときは、次に掲げる要件を満たさなければな

らない。 

 １  専門知識の導入、公正の確保、利害の調整又は民意の反映を特に必要と

すること。 

 ２  附属機関の機能、目的及び所掌事項が明確であること。 



 

 ３  既に設置されている附属機関と設置目的が類似し、又は所掌事項が重複

しないこと。 

第４  既設置機関の見直し 

  既に設置されている附属機関については、次に掲げる基準により不断に見直

しを行い、整理合理化に努めること。 

 １  廃止基準 

  (１) 目的が達成されたもの 

  (２) 社会経済情勢の変化等により必要性が低下したもの 

  (３) 他の行政手段等で代替可能なもの 

 ２  統合基準 

  (１) 機能が同一又は類似しているもの 

  (２) 行政の総合性確保のため統合が望ましいもの 

第５  委員の選任 

  委員は、次に掲げる基準により選任するものとする。 

 １  公正を確保し得る委員構成とすること。 

 ２ 都職員及び都職員であった者は、特に必要がある場合を除き、委員とし

ないこと。 

 ３ 附属機関及びこれに類似する機関の委員の職を２以上兼ねている者は、

特に必要がある場合を除き、委員に充てないこと。 

 ４ 委員の任期は、原則として１期２年とし、再任する場合には長期にわた

らないようにすること。 

 ５ 東京都男女平等参画基本条例（平成１２年東京都条例第２５号）第１２

条の２第１項に規定する男女の比率となるように努めるとともに、一つの

性の委員のみで組織しないこと。 

第６  附属機関の運営 

 １  運営に関する基本事項は、これを明らかにすること。 

 ２  調査審議は、原則として公開するものとし、非公開とするときは、その

根拠を明らかにすること。 

 ３  議事録は、作成するものとし、原則として公開するものとする。非公開

とするときは、その根拠を明らかにすること。 

４ 感染症のまん延防止の観点から開催場所への参集が困難と判断される場

合や効率的な会議運営など、必要と認める場合は、映像と音声の送受信に

より相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法（以下

「オンライン」という。）を活用した会議を開催し、安定的な会議運営を

図ること。この場合において、議事の公開の要請への配慮等に十分留意す

ること。 

第７  全庁的調整 

 １  局長は、附属機関の設置改廃を行おうとするときは、総務局長に協議し

なければならない。 

 ２  局長は、附属機関の運営状況について総務局長に報告するものとする。 



 

第８  附属機関に類似する機関 

 １  附属機関でないものには、附属機関と紛らわしい名称を付してはならな

い。 

 ２  要綱に基づき知事が臨時に設置する懇談会等の設置、見直し、委員の選

任及び運営については第３の２及び３、第４、第５、第６並びに第７の２

の規定を準用する。 

第９  その他 

  この要綱の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。 

 

附  則 

  この要綱は、令和４年６月２４日から施行する。 


